


1966年に国連総会で採択された国際人権Ａ規約の13条2(c)「高等教育は、(中略)無償教育の漸進

的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」

この条項を留保している国は世界で日本、マダガスカル、ルワンダの３国だけです。国連は日本

政府に対し留保撤回を勧告し、2006年6月30日までに回答するよう求めています。しかし、文部

科学省は「同条項で保障された権利はかなりの程度実現している」として、撤回するつもりはあ

りません。あなたはすべての者に対して大学教育の機会が均等に与えられていると思いますか。
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